
  

国民年金保険料 学生納付特例 の申請について 
（学生でない期間は、免除・納付猶予制度をご利用ください） 

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。 

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負った
ときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。 

※ この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。          

  また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼって加入ができません。 

<対象となる方> 

大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生等で、学生
納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方です。 

 ※ 各種学校 → 学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程 

   （なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。） 

【申請書提出後の注意点】 

● 審査後に決定通知書を送付します。決定通知書が届くまでの間は、文書や電話、訪問により保険料の
納付をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

● 納付のご案内は、日本年金機構から委託された民間事業者が、平日だけでなく、土日や夜間も行って
います。 

＜所得の目安＞  ……118万円 ＋｛ （扶養親族の数） × 38万円 ｝で計算した額以下である場合 

● 申請できる期間     

  ・過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前（すでに保険料が納付済の月を除く）まで、 

   将来期間は年度末まで申請できます。 

  ・ただし、１枚の申請書で申請できるのは、４月から次の年の３月までの12カ月間となりますので、 

   必要に応じて複数の申請書を提出してください。（１年度＝４月～翌年３月） 

    例：平成29年5月に、平成27年4月から平成30年３月までの期間を申請する場合、 

               ①平成27年度分（平成27年4月～28年3月） 

         ②平成28年度分（平成28年4月～29年3月） 

       ③平成29年度分（平成29年4月～30年3月）の３枚の申請書が必要となります。 

      なお、この例の場合は、平成27年3月以前は時効により申請できません。   

 ※ 過去期間は2年1カ月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合が

ありますので、すみやかに申請をしてください。 

● 添付書類 

  次の書類を添付してください。 

  ・在学期間がわかる学生証のコピー（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面   

   のコピーを含む）または在学証明書（原本） 

  ・年金手帳（氏名記載ページ）のコピー 

  ・失業等の理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類 

３枚目           の裏面の注意事項も必ずお読みください。 本人控 

●この申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所（郵送 

 による提出も可能）です。 

●学生納付特例事務法人（在学している教育施設に設置されている場合）へ申請を委託することもでき  

 ます。 

●３枚目は本人控ですので、お手元に保管してください。 

※ 郵送の場合、受付印のある本人控が必要な方は、２枚目３枚目と一緒に、宛名の記入と所要額の切手を貼付した返信用  

  封筒を同封してください。受付印を押印のうえ「本人控」をご返送いたします。 

【申請書の提出先】 

【申請時の注意点】 



記入例

００００

「⑦学校の名称」欄

○学校名を記入してください。

「⑧学校の所在地」欄
○都道府県名・郡市区名・町村名まで記入してください。

「⑨税申告の有無」欄
○税申告（住民税申告・確定申告等）を行っている場合は「１．あり」、行ってない場合は「２．なし」、分からない場合は「３．不明」に○を記入してく　 

　 ださい。

「⑩前年所得」欄（※３）

○必ず記入してください 。
○＜所得＝（収入－必要経費）＞です。
　 また、「３．あり（118万円超）」の場合は、税申告が必要になります。「⑨税申告の有無」が「２．なし」又は「３．不明」の場合 は、市区町村に税の
 　申告又は申告状況の確認をしてください。なお、申告方法等の詳細については、お住まいの市区町村にご確認ください。

○「３．あり（118万円超）」 に○を記入した場合は、16歳以上19歳未満の扶養親族の（あり・なし）についても○を記入してください。

※　前年度分を申請するときは、前々年所得について該当するものに○を記入してください。

「⑪特例認定区分」欄（※４）

○失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、該当年月日（離職日の翌日）を記入のうえ、失業前の雇用保険加入の（あり・なし）

　 に○を記入してください。なお、証明書類（雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど）を添付してください。

○災害（震災、風水害、火災など）を受けたために申請するときは、「２．天災等」に○を記入してください。

○生活扶助以外の扶助、生活保護に相当する保護（外国籍の方）、特別障害給付金を受け取っていることを理由として申請するときは、「３．その

　 他」に○を記入したうえで、手続きの詳細についてお近くの年金事務所またはお住まいの市区町村の年金担当窓口へご相談ください。

「⑫備考」欄
○税申告された住所地（申告年の１月１日時点等）が現住所地と異なる場合は、その住所を記入してください。

○申請を希望する年度中の一部の期間に限る申請、生活保護法による生活扶助以外の扶助等を受け取っている場合の申請については、

    その旨を記入してください。

※　３枚目　　　　　　の裏面（注意事項）の１⑷をお読みいただき、該当する場合に記入してください。

「⑤申請期間」欄（※２）

○年度を超えない範囲で記入し　

　 てください。

　 （例：平成２９年４月から

 　　　　平成３０年３月まで）

 　年度単位での申請となるため、 

 　複数の年度分を申請する場合

 　は、複数の申請書を提出してく

　 ださい。

    なお、過去期間については、２

 　年１カ月前まで申請することが

　 できます（２０ 歳以上で学生で

 　ある場合）。

「⑥在学予定期間」欄
○入学年月から卒業予定年月を

　 記入してください。

本人控

※　学生納付特例の申請年度は４月から翌年３月までです。

審査の対象となる前年所得

平成26年中の所得

平成27年中の所得

平成28年中の所得

申 請 期 間

平成27年4月～平成28年3月

平成28年4月～平成29年3月

平成29年4月～平成30年3月

記入例

平成 27 年度分

平成 28 年度分

平成 29 年度分

申請前に、記入もれ、記入誤
りがないかを再度ご確認くだ
さい。（記入もれや記入誤りが
判明した場合は、書類の返戻
やさかのぼって学生納付特例
の承認が取り消し等となりま

す。）

国民年金保険料学生納付特例申請書

基礎年金番号（１０桁）で申請する場合は「①個人番号(または基礎年金番号）」に左詰めで記入してください。

1803 1031 013

００ ００００
国年 太郎

コクネン タロウ

○○ ○○ ○○ ○○

○○ ○○ ○○ ○○

東京 杉並区 ○○町

㊞

○ ○ 大 学

国年 太郎

〇〇市○○町 ○○ １－２－３

０ ４ ０ ５ ２ ０

「提出年月日・住所・被保険者氏名」欄（※１）

○提出年月日を記入してください。

○住民票の住所を記入してください。

国

年

○○ ○○ ○○

１２３　　４５６７

（※２）

（※１）

（※３）

（※２）

（※３）

（※４）

１．失業 平成 年 月 日 ⇒ 雇用保険加入（あり・なし）　 ２．天災等 ３．その他（　 　）
添付書類
要確認（　　）

平成 年 月から 平成 年 月まで

都 道

府 県

住所：

被保険者氏名：

日本年金機構理事長 あて

?

１ ． なし ２ ． あり （ 118万円以下）

平成 年 月 日

①
基礎
年金番号

５ ． 昭和

７ ． 平成

②
生年月日

月 日

③
氏名

年

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
④
電話番号

１ ．自宅
２ ．携帯電話
３ ． 勤務先
４ ．

　　－　 　－　　　

⑨
税申告の
有無

⑧
学校の
所在地

⑦
学校の名称

⑥
在学予定
期間

Ｂ
．

申
請
内
容

⑪
特例認定
区分

３ ． あり （ 118万円超 ）
⇒16歳以上19歳未満の
扶養親族（ あり・なし ）

⑤
申請期間

⑫
備考

平成 年 月から 平成 年 月まで

（ 入学年月 ）　　　　　　　　　　　　　 卒業予定年月 ）

⑩
前年所得

１ ． あり
２ ． なし
３ ． 不明

〒　　　－

添付書類
要確認（　　  ）

（※２）

（※３）

（※４）

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １
①
個人番号
(または基礎
年金番号）

Ａ
．
基
本
情
報

　以下のとおり学生納付特例を申請します。
　また、前年所得の記入内容に誤りがないことを申し立てします。
　この申請に必要な本人に関する情報（所得情報、生活保護受給情
報等）の確認について、市区町村（前住所地等を含む）及び日本年
金機構に委託します。

（被保険者本人が自署した場合は押印は不要です）

その他

学生納付特例を受
けようとする期間（　　　 ）

（



日本年金機構
　以下のとおり学生納付特例を申請します。
　また、前年所得の記入内容に誤りがないことを申し立てします。
　この申請に必要な本人に関する情報（所得情報、生活保護受給情
報等）の確認について、市区町村（前住所地等を含む）及び日本年
金機構に委託します。

国民年金保険料学生納付特例申請書
市区町村

（被保険者本人が自署した場合は押印は不要です）

学生証のコピー貼付欄

　　平成　　　　年　　　　月から　　　　　平成　　　　年　　　　月まで

都　道

府　県

学生納付特例事務法人等

住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

被保険者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　

日本年金機構理事長　あて

㊞

１．なし　 ２．あり（118万円以下）

１．失業 平成　　年　　月　　日 ⇒ 雇用保険加入（あり・なし）　 ２．天災等　  ３．その他（　    　  　）

　平成　　年　　月　　日　

 ５．昭和

 ７．平成

②
生年月日

月 日

③
氏名

年

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
④
電話番号

１．自宅　　
２．携帯電話
３．勤務先
４．その他   

  　 　 － 　  　 － 　 　 　

⑨
税申告の
有無

⑧
学校の
所在地

⑦
学校の名称

⑥
在学予定
期間

Ｂ
．
申
請
内
容

⑪
特例認定
区分

３．あり（118万円超）
　　⇒16歳以上19歳未満の
　　　扶養親族（あり・なし）

⑤
申請期間

⑫
備考

（　　　 　）
学生納付特例を受
けようとする期間

　　平成　　　　年　　　　月から　　　　　平成　　　　年　　　　月まで

（入学年月）　　　　　　　　　　　　　（卒業予定年月）

⑩
前年所得

１．あり
２．なし
３．不明

※　⑩欄は「所得の申立書」として取り扱います。必ず記入してください。

〒　　　－

Ａ
．
基
本
情
報

届書コード

623

処理区分

3

5
01登録

01登録

634

学特
却下

届

書

学特
申請

数値
計算

1

職員
記入
欄

法免消滅年月日
特例
区分

所得
有無

審査
区分

承認期間
（始期）

承認期間
（終期）

審査
結果

申請年月日
申請
年度 送

信

在学予定年月

1803 1031 013

添付書類
要確認（　　）

基礎年金番号（１０桁）で申請する場合は「①個人番号(または基礎年金番号）」に左詰めで記入してください。
①
個人番号
(または基礎
年金番号）

日本年金機構市区町村学生納付特例事務法人等

　留意事項

　　○学生証裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も必要です。

　　○学生証のコピーをＡ４判で添付される場合は、この欄に貼り付ける必要はありません。

　　○在学証明書を添付される場合は、学生証のコピーを貼り付ける必要はありません。

atzri
テキストボックス
　平成30年3月5日から使用していただく様式です。3月4日までは使用できません。

atzri
テキストボックス
    見 　本



　　　①　結果通知について

　　　　　日本年金機構からおおむね２～３カ月後に審査結果が送付されます。

　　　　　それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますのであらかじめご了承ください。

　　　　　また、年度当初の申請については、前年所得が確定する６月以降に日本年金機構（年金事務所）で所得審査を行う場合が　　

　　　　　あるため、決定通知書の送付がさらに遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。

　　　　　※　学生納付特例を申請した期間であっても、この申請を行う前に納付していただいた保険料は還付できません。

　　　②　承認期間

　　　　　日本年金機構から送付される審査結果（承認通知）でご確認ください。

　　　③　申請が却下された場合

　　　　　保険料の納付が必要です。

　　　　　納付書がない場合は、日本年金機構（年金事務所）で再発行しますので、お近くの年金事務所へご連絡ください。

　　　④　学生でなくなった場合

　　　　　学生納付特例の承認を受けた期間について、学生でなくなったときは、免除等の申請を行うことができます。

　　　⑤　来年度も学生であった場合

　　　　　学生納付特例を希望する場合は、４月以降すみやかに申請してください。

　　　保険料の後払い（追納）について
　　　　　学生納付特例の承認を受けた期間は、１０年以内であれば申出により保険料を後払い（追納）することができます。

　　　　　詳しくは、裏面の４．をご覧ください。

学生納付特例を申請された方へ

本人控

日本年金機構
　以下のとおり学生納付特例を申請します。
　また、前年所得の記入内容に誤りがないことを申し立てします。
　この申請に必要な本人に関する情報（所得情報、生活保護受給情
報等）の確認について、市区町村（前住所地等を含む）及び日本年
金機構に委託します。

国民年金保険料学生納付特例申請書
市区町村

（被保険者本人が自署した場合は押印は不要です）

　　平成　　　　年　　　　月から　　　　　平成　　　　年　　　　月まで

都　道

府　県

学生納付特例事務法人等

住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

被保険者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　

日本年金機構理事長　あて

㊞

１．なし　 ２．あり（118万円以下）

１．失業 平成　　年　　月　　日 ⇒ 雇用保険加入（あり・なし）　 ２．天災等　  ３．その他（　    　  　）

　平成　　年　　月　　日　

 ５．昭和

 ７．平成

②
生年月日

月 日

③
氏名

年

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
④
電話番号

１．自宅　　
２．携帯電話
３．勤務先
４．その他   

  　 　 － 　  　 － 　 　 　

⑨
税申告の
有無

⑧
学校の
所在地

⑦
学校の名称

⑥
在学予定
期間

Ｂ
．
申
請
内
容

⑪
特例認定
区分

３．あり（118万円超）
　　⇒16歳以上19歳未満の
　　　扶養親族（あり・なし）

⑤
申請期間

⑫
備考

（　　　 　）
学生納付特例を受
けようとする期間

　　平成　　　　年　　　　月から　　　　　平成　　　　年　　　　月まで

（入学年月）　　　　　　　　　　　　　（卒業予定年月）

⑩
前年所得

１．あり

２．なし

３．不明

※　⑩欄は「所得の申立書」として取り扱います。必ず記入してください。

〒　　　－

Ａ
．
基
本
情
報

1803 1031 013

添付書類
要確認（　　）

①
個人番号
(または基礎
年金番号）

atzri
テキストボックス
　平成30年3月5日から使用していただく様式です。3月4日までは使用できません。

atzri
テキストボックス
    見 　本
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